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な
お
、
法
人
は
出
資
者
と
は
別
の
実
在
だ
と
と
ら
え
る
考
え
方
も
あ
り
ま
す
（
法
人
実
在
説
）。
こ
の
考
え

方
に
よ
れ
ば
、
法
人
の
所
得
に
法
人
税
を
課
し
、
法
人
か
ら
出
資
者
が
得
た
配
当
に
所
得
税
を
課
し
て
も
二
重

課
税
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

不
動
産
所
得
と
は
？ 

　

不
動
産
所
得
と
は
、
不
動
産
等
の
貸
付
け
に
よ
る
所
得
で
す
（
所
得
税
法
26
条
１
項
）。

　

典
型
例
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を
賃
貸
し
て
い
る
オ
ー
ナ
ー
が
得
る
賃
料
や
、
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
地
主
が
賃

借
人
か
ら
得
る
地
代
な
ど
で
す
（
オ
ー
ナ
ー
、
所
有
者
と
い
い
ま
し
た
が
、
あ
く
ま
で
典
型
例
で
す
。
不
動
産

所
得
は
、
不
動
産
の
貸
付
け
に
よ
っ
て
得
た
所
得
で
あ
れ
ば
よ
く
、
不
動
産
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
は
条
文
上

求
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
）。

　

こ
の
よ
う
な
典
型
例
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
不
動
産
所
得
で
す
が
、
正
確
に
は
、
次
の
条
文
に
規
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
不
動
産
（
土
地
・
建
物
）
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
航
空
機
や
船
舶
の
貸
付
け
に
よ
っ
て

得
る
リ
ー
ス
料
も
不
動
産
所
得
に
あ
た
り
ま
す
。
条
文
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

第
26
条　

不
動
産
所
得
と
は
、
不
動
産
、
不
動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
、
船
舶
又
は
航
空
機
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
不
動
産
等4

」
と
い
う
。）
の
貸
付
け
（
地
上
権
又
は
永
小
作
権
の
設
定
そ
の
他
他
人
に
不

動
産
等
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。）
に
よ
る
所
得
（
事
業
所
得
又
は
譲
渡
所
得
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。）
を
い
う
。

　

網
掛
け
の
部
分
を
み
る
と
、
不
動
産
所
得
と
は
、「
不
動
産
等4

の
貸
付
け
に
よ
る
所
得
」
で
あ
る
こ
と
が
改

め
て
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、「
貸
付
け
」
に
は
、「
地
上
権
の
設
定
」
や
「
永
小
作
権
の
設
定
」「
そ

の
他
他
人
に
不
動
産
等
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
」
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
概
念
は
広
く
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
２
つ
め
の
か
っ
こ
書
）。
さ
ら
に
、
３
つ
め
の
か
っ
こ
書
を
み
る
と
、
事
業
所

得
に
該
当
す
る
も
の
や
譲
渡
所
得
に
該
当
す
る
も
の
は
不
動
産
所
得
に
は
あ
た
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

不
動
産
所
得
に
あ
た
る
よ
う
に
思
え
る
も
の
で
も
、
事
業
所
得
に
あ
た
る
場
合
に
は
事
業
所
得
が
優
先
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
（
譲
渡
所
得
も
同
様
で
す
）。

　

ま
た
、
不
動
産
所
得
に
は
、「
不
動
産
所
得
を
生
ず
べ
き
事
業
4

4

」
と
、「
不
動
産
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務

4

4

」
の

２
種
類
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
所
得
区
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
の
場
合
（
事
業
）
と
、
後
者
の
場
合

（
業
務
）
で
、
貸
倒
れ
が
生
じ
た
場
合
の
必
要
経
費
の
取
扱
い
な
ど
に
違
い
が
あ
り
ま
す
（
所
得
税
法
51
条
２

項
、
64
条
１
項
、
１
５
２
条
等
）。
両
者
の
区
別
は
、
貸
付
け
の
規
模
で
考
え
る
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、「
５

棟と
う

10
室し

つ

基
準
」
と
呼
ば
れ
る
、
次
の
通
達
規
定
が
あ
り
ま
す
（
所
得
税
基
本
通
達
26

−

９
）。

（
建
物
の
貸
付
け
が
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
定
）

26

−

９　

建
物
の
貸
付
け
が
不
動
産
所
得
を
生
ず
べ
き
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
社
会
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不
動
産
所
得
の
金
額
は
、
事
業
所
得
と
同
じ
で
「
総
収
入
金
額

−

必
要
経
費
」
で
計
算
し
ま
す
（
所
得
税
法

26
条
２
項
）。
ま
た
、
所
得
税
法
上
は
、
不
動
産
所
得
も
事
業
所
得
と
同
様
に
、
収
入
よ
り
も
必
要
経
費
が
上

回
り
不
動
産
所
得
の
金
額
が
マ
イ
ナ
ス
（
赤
字
）
に
な
っ
た
場
合
で
、
他
の
所
得
が
あ
れ
ば
そ
の
所
得
（
プ
ラ

ス
の
所
得
）
か
ら
マ
イ
ナ
ス
分
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
損
益
通
算
・
所
得
税
法
69
条
１
項
）。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
所
得
税
法
上
は
、
両
者
に
大
き
な
違
い
は
な
い
よ
う
に
も
み
え
、
不
動
産
所
得
と
い

う
所
得
区
分
は
意
味
が
な
い
の
で
廃
止
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も
あ
り
ま
す
。

　

不
動
産
所
得
は
航
空
機
リ
ー
ス
や
船
舶
リ
ー
ス
な
ど
、
損
益
通
算
を
使
っ
た
節
税
ス
キ
ー
ム
に
利
用
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
た
め
（
多
数
の
税
務
訴
訟
が
起
き
、
納
税
者
が
勝
訴
し
ま
し
た
）、
租
税
特
別
措
置
法
に
損
益
通

算
を
制
限
す
る
規
定
（
個
別
否
認
規
定
）
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
不
動
産
所
得
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
同
じ
所
得
区
分
で
あ
り
な
が
ら
、「
不
動
産
所
得
を
生
ず
べ
き

事
業
4

4

」
と
「
不
動
産
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務

4

4

」
に
分
け
た
取
扱
い
が
あ
る
の
で
す
が
、
前
者
は
事
業
所
得
の
取

扱
い
と
類
似
し
て
お
り
、
後
者
は
雑
所
得
の
取
扱
い
と
類
似
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
不
動
産
所
得
が
租
税
回
避
や
節
税
ス
キ
ー
ム
に
利
用
さ
れ
る
例
が
多
い
こ
と
も
考
え
る
と
、
不
動

産
所
得
は
廃
止
し
、
現
行
法
の
「
事
業
」
に
つ
い
て
は
事
業
所
得
と
し
、「
業
務
」
に
つ
い
て
は
雑
所
得
と
す

べ
き
と
い
う
見
解
（
不
動
産
所
得
廃
止
論
）
も
あ
り
ま
す
。
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